
 

海田町告示第４１号 

 海田町移住支援金交付要綱を次のように定める。 

  令和８年４月１日 

 

              海田町長 竹 野 内  啓 佑       

 

海田町移住支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 海田町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するた

め、東京圏から海田町（以下「町」という。）に移住した者に対し、予算の範囲内にお

いて支援金（以下「移住支援金」という。）を交付するものとし、その交付について

は、広島県移住・マッチング支援事業補助金交付要綱（令和３年６月１日制定）、広島

県移住・マッチング支援事業実施要領（令和３年６月１日制定。以下「県要領」とい

う。）、海田町補助金等交付規則（平成７年海田町規則第１号）その他の法令等に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 移住 生活の拠点を町に移し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基

づき町の住民基本台帳に記録されることをいう。 

⑵ 東京圏 県要領第４の第１項に規定する東京圏をいう。 

⑶ 条件不利地域 県要領第５の第１項⑴①（ア）a に規定する条件不利地域をいう。 

⑷ マッチングサイト 県要領第５の第２項⑴に規定する求人マッチングサイトをい

う。 

⑸ 中小企業等 広島県（以下「県」という。）が移住支援金の対象としてマッチング

サイトに求人情報を掲載している法人（個人事業主を除く。）をいう。 

⑹ １８歳未満の世帯員 申請者の配偶者以外の世帯員であって、申請日が属する年度

の４月１日時点において１８歳未満の者（ただし、申請日が属する年度の４月２日が

１８歳の誕生日の者は、１８歳未満の者とする。）をいう。 

（対象者） 



 

第３条 移住支援金の交付対象となる者（以下「対象者」という。）は、申請時において

別表第１に掲げる要件を満たす者のうち、別表第２から別表第５までのいずれかに掲げ

る要件を満たすものとする。 

２ 移住支援金の交付は世帯を単位とし、同一の世帯に対して重複して交付しない。 

（移住支援金の額等） 

第４条 移住支援金の額は、６０万円とする。ただし、別表第６に掲げる要件を満たす場

合は、１００万円とする。 

２ １８歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、１８歳未満の世帯員一人につき１００

万円を前項に規定する移住支援金の額に加算するものとする。 

（交付申請） 

第５条 対象者であって、移住支援金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」と

いう。）は、町の住民基本台帳に記録された日から起算して１年を経過する日までに、

海田町移住支援金交付申請書兼実績報告書（別記様式第１号。以下「交付申請書」とい

う。）に、別表第７に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 交付申請書その他この要綱の規定による書類の提出に当たっては、交付申請者本人が

行うことを原則とし、交付申請者と世帯を同一にする者が行う場合は、委任状を提出し

なければならない。 

（交付申請の取下げ） 

第６条 交付申請者が、交付申請書の提出後に当該申請を取り下げるときは、海田町移住

支援金交付申請取下書（別記様式第２号）を町長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 町長は、第５条第１項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、必要

があると認めるときは現地調査等を行い、要件に適合していると認めるときは、移住支

援金の交付を決定（以下「交付決定」という。）し、その決定の内容及びこれに付した

条件を海田町移住支援金交付決定兼額確定通知書（別記様式第３号。以下「交付決定通

知書」という。）により、交付申請者に通知する。 

２ 町長は、前項に規定する審査の結果、移住支援金を交付しないことを決定したとき

は、その旨を海田町移住支援金不交付決定通知書（別記様式第４号）により、交付申請

者に通知する。 

（交付決定通知書の再交付） 



 

第８条 交付決定を受けた者が、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とす

る場合には、海田町移住支援金交付決定兼額確定通知書再交付申請書（別記様式第５

号。以下「再交付申請書」という。）を町長に提出しなければならない。 

（交付決定通知書再交付の決定） 

第９条 町長は、再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、速やかに海田町移住支援金交付決定兼額確定通知書【再交付】（別記様式第６号）

を申請者に交付する。 

（移住支援金の交付） 

第１０条 交付決定通知書により通知を受けた者は、速やかに海田町移住支援金請求書

（別記様式第７号。以下「請求書」という。）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請

求書を受領した日の翌日から起算して３０日以内に、当該請求者に対し、移住支援金を

交付する。 

（報告及び立入調査） 

第１１条 県知事及び町長は、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者

（以下「受給者」という。）に対し報告を求め、又は立入調査実施することができる。 

２ 前項の規定により報告又は立入調査を求められた者は、これに協力しなければならな

い。 

（届出の義務） 

第１２条 受給者は、移住支援金の交付申請をした日から起算して１年、３年及び５年を

経過した各時点から１か月以内に、交付申請書の記載内容に係る変更の有無を海田町移

住支援金住居・勤務地等変更届出書（別記様式第８号。以下「変更届出書」という。）

により町長に届け出なければならない。 

２ 受給者は、交付申請書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かった

ときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく変更届出書により町長に届け出なければな

らない。 

３ 受給者は、移住支援金の交付申請をした日から起算して５年以内に町での居住が困難

となった場合又は１年以内に移住支援金の要件を満たす職に在職することが困難となっ

た場合においては、速やかに海田町移住支援金自主返還申出書（別記様式第９号。以下

「自主返還申出書」という。）を提出するものとする。 



 

４ 町長は、自主返還申出書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、

返還方法等を当該受給者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 町長は、受給者が次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、移住

支援金の交付の決定の全部を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽の申請その他不正な行為等により移住支援金の交付決定を受けたことが明ら

かになった場合 

⑵ 移住支援金の交付申請日から３年未満で町から転出した場合 

⑶ 移住支援金の交付申請日から１年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 

⑷ 県の実施する「中山間地域課題解決型起業支援事業」（以下「起業支援事業」と

いう。）に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合 

２ 町長は、受給者が移住支援金の交付申請日から３年以上５年以内に海田町から転出し

た場合、交付決定の一部を取り消すことができる。 

３ 町長は、前２項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに

その旨を当該受給者に通知するものとする。 

（移住支援金の返還） 

第１４条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に移住支援

金を受給者に交付しているときは、期限を定めて、同条第１項に該当する場合にあって

は交付した移住支援金の全額、同条第２項に該当する場合にあっては交付した移住支援

金の半額の返還を命ずるものとする。 

（移住支援金の返還免除） 

第１５条 受給者は、第１３条第１項又は同条第２項に規定する要件に該当するに至った

原因が、雇用法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、

海田町移住支援金返還免除申請書（別記様式第１０号）及び返還免除理由を証する書類

（以下「返還免除申請書等」という。）の提出により移住支援金の返還の免除を申請で

きるものとする。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認

めるときは現地調査等を行い、その内容が適当と認められる場合、県知事の同意を得た

上で、移住支援金の返還を免除できるものとする。 

３ 町長は、県知事からの同意を得た後、返還免除の可否に係る決定内容について、当該



 

申請者に通知するものとする。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、町長が別に

定める。 

附 則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

別表第１（第３条関係） 

区分 要件 

移住元に関する

要件 

次に掲げる要件の全てに該当すること。 

⑴ 移住する直前の１０年間のうち、通算５年以上、東京２

３区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域

に在住し、東京２３区内への通勤（雇用者としての通勤の

場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限

る。以下同じ。）をしていたこと。 

⑵ 移住する直前に、連続して１年以上、東京２３区内に在

住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、

東京２３区内への通勤をしていたこと。（ただし、東京２

３区内への通勤の期間については、町の住民基本台帳に記

録された日の３か月前までを当該１年の起算点とすること

ができる。） 

移住先に関する

要件 

次に掲げる要件の全てに該当すること。 

⑴ 広島県及び海田町において移住支援事業の詳細が公表さ

れた後に転入したこと。 

⑵ 移住支援金の交付申請時において、転入後１年以内であ

ること。なお、国の年度当初予算の第１回交付決定前で、

転入後１年以内に申請を行うことができない場合には、交

付決定日から次に示す日数、申請受け付けを可能とする。 

  受付日数：当該年度の４月１日から転入後１年となる日

までの日数とする。 

⑶ 移住支援金の交付申請日から５年以上、町に継続して居

住する意思を有していること。 

その他の要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。 

⑴ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有す

る者でないこと。 

⑵ 日本人である又は外国人であって、日本人の配偶者等、

永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれか

の在留資格を有すること。 

⑶ 申請者は（世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を

含む世帯員のいずれも）、過去１０年以内に申請者を含む

世帯員として移住支援金を受給していないこと。 

⑷ その他県知事又は町長が移住支援金の対象として不適当

と認めた者でないこと。 



 

別表第２（第３条関係） 

区分 要件 

就業に関する要

件 

次に掲げる要件の全てに該当すること。 

 ⑴ 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地 

域に所在すること。 

 ⑵ 就業先が中小企業等であること。 

 ⑶ 週２０時間以上の無期雇用契約であること。 

 ⑷ 求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに移住

支援金の対象として掲載された日以降であること。 

 ⑸ 当該中小企業等に、移住支援金の交付申請日から５年以

上継続して勤務する意思を有していること。 

 ⑹ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではな

く、新規の雇用であること。 

別表第３（第３条関係） 

区分 要件 

テレワークに関

する要件 

次に掲げる要件の全てに該当すること。 

 ⑴ 所属先企業等からの命令による移住ではなく、自己の意

思により移住した場合であって、町内を生活の本拠とし、

移住元での業務を引き続き行うこと。 

 ⑵ 内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金（デジ

タル実装型）又はその前歴事業を活用した取組の中で、所

属先企業等から資金提供されていないこと。 

別表第４（第３条関係） 

区分 要件 

町における居住

経験等に関する

要件 

次に掲げる⑴ア～カのいずれかに該当し、かつ、⑵ア～キのい

ずれかに該当すること。 

 ⑴ 支給対象者の要件 

ア 海田町に居住経験がある者 

イ ３親等以内の親族が海田町内に居住している者 

ウ 海田町に所在する学校に通学したことがある者 

エ 海田町に所在する事業所で勤務したことがある者 

オ 海田町の地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地

域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している

者 

カ 海田町にふるさと納税を行ったことがある者 

 ⑵ 地域の担い手確保の要件 

ア 農林水産業に就業する者 



 

イ 海田町内で家業(申請者の３親等以内の事業経営権を持

つ者が営む事業)へ就業する者 

ウ 海田町内で事業を承継する者 

エ 海田町内のこども園、子育て関係施設、介護サービス

事業所、障害福祉サービス事業所、交通事業者又は医療

関係施設に就業する者 

オ 起業し、海田町内に事業所を設置する者 

カ 地元自治会に加入し、可能な限り自治会活動に参加す

る者 

キ 海田町の地域づくり団体が関わる地域づくり活動又は

地域の自治会行事若しくは地域イベントに継続的に参加

しており、移住後も継続する意向がある者 

別表第５（第３条関係） 

区分 要件 

起業に関する要

件 

１年以内に起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて

いること。 

別表第６（第４条関係） 

区分 要件 

世帯に関する要

件 

次に掲げる要件の全てに該当すること。 

⑴ 交付申請者を含む２人以上の世帯員が、移住元において

同一世帯に属していたこと。 

⑵ 交付申請者を含む２人以上の世帯員が、申請時において

同一世帯に属していること。 

⑶ 交付申請者を含む２人以上の世帯員が、いずれも令和７

年４月１日以降に移住したこと。 

⑷ 交付申請者を含む２人以上の世帯員が、いずれも交付申

請時において移住後１年以内であること。 

⑸ 交付申請者を含む２人以上の世帯員が、いずれも暴力団

等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者では

ないこと。 

別表第７（第５条関係） 

区分 提出書類 

全員が提出必須の書類 ⑴ 写真付き身分証明書の写し（提示により本人確 

認できる書類の写し） 

⑵ 移住元の住民票の除票の写し（移住元での在住

地及び在住期間を確認できる書類。２人以上の世

帯として交付申請する場合は、移住元において交



 

付申請者を含む世帯員全員の移住元での在住地を

確認できる書類） 

⑶ 移住先（町）の住民票の写し（２人以上の世帯

として交付申請する場合は、交付申請者を含む世

帯員全員分） 

⑷ 移住支援金の交付申請に関する誓約事項（別記

様式第１号別紙１） 

⑸ 移住支援事業に係る個人情報の取扱い（別記様

式第１号別紙２） 

⑹ 移住支援金の振込先の預金通帳等の写し（確実

に振込可能となる情報（金融機関名・支店名・口

座種類・口座番号・店番号・名義人名）が確認で

きるものに限る。） 

⑺ 移住に関するアンケート 

⑻ その他町長が必要と認める書類 

東京２３区以外の東京圏から

東京２３区への通勤者のみ提

出が必要な書類 

東京２３区内で勤務していた企業等の就業証明書又

はこれに代わる書類（移住元での在勤地、在勤期間

及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる

書類） 

東京２３区以外の東京圏から

東京２３区に通勤していた法

人経営者又は個人事業主のみ

提出が必要な書類 

履歴事項全部証明書及び開業届出済証明書又はこれ

に代わる書類（移住元での在勤地、在勤期間を確認

できる書類） 

別表第２に掲げる要件に該当

する者のみ提出が必要な書類 

就業証明書（別記様式第１号別紙３） 

別表第３に掲げる要件に該当

する者のみ提出が必要な書類 

就業証明書（テレワーク）（別記様式第１号別紙

４） 

個人事業主の場合、次の書類を提出すること。 

⑴ 業務委託契約書等（申請日以降に、テレワー

クにより移住前の業務を継続して行うことが確 

認できる書類） 

⑵ 開業届の写し又は確定申告書の写し 

⑶ 申請前３か月間において当該テレワーク業務

の実態（収入）が確認できる書類（全部又は一

部の期間を確定申告書の写しで代替可） 

別表第４に掲げる要件の町に

５年以上住む３親等以内の親

族が居る者に該当する者のみ

申請者親族の関係が分かる戸籍（３親等以内が確認

できる書類）及び親族の住民票の写し（５年以上町

に居住していることが分かる書類） 



 

提出が必要な書類 

別表第４に掲げる要件の町に

居住経験がある者に該当する

者のみ提出が必要な書類 

住民票の写し等（町に居住経験があることがわかる

書類） 

別表第４に掲げる要件の⑵に

該当する者のみ提出が必要な

書類 

就業証明書（別記様式第１号別紙５） 

別表第５に掲げる要件に該当

する者のみ提出が必要な書類 

起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の

写し 

 


